
第

五

号

令

和

元

年

五

月

二

十

一

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

区
域
の
指
定

(

環
境
管
理
課)

二
三
ペ
ー
ジ

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

区
域
の
指
定
の
解
除

(

同

)

二
三

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

二
四

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
指
定

(

建
築
指
導
課)

二
四

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定

(

揖
斐
農
林
事
務
所)

二
五

公

示

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

西
濃
農
林
事
務
所)

二
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

二
六

○
土
地
改
良
区
清
算
人
の
就
任

(

同

)

二
七

告

示

岐
阜
県
告
示
第
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域(

以
下｢

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域｣

と
い
う
。)

を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

多
治
見
市
前
畑
町
五
丁
目
八
番
三
五
及
び
四
三
の
各
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号)

第
四
十
七
条
の
土
壌
溶
出

量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

砒ひ

素
及
び
そ
の
化
合
物

岐
阜
県
告
示
第
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域(

以
下｢

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域｣

と
い
う
。)

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除

す
る
。令

和
元
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日



羽
島
郡
岐
南
町
野
中
三
丁
目
八
番
四

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
中
之
元
字
東
町
九

七
二
番
四

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
字
若
宮
一
一
四
二

番
一

安
八
神
戸
町
大
字
神
戸
字
高
塚
七
四
番

四 本
巣
市
宗
慶
字
田
中
五
七
二
番
四

瑞
穂
市
横
屋
字
中
吹
三
〇
六
番
四
及
び

三
〇
六
番
二
の
一
部

瑞
穂
市
美
江
寺
字
東
池
田
六
〇
七
番
四

羽
島
郡
笠
松
町
米
野
字
池
川
一
八
六
番

四

位

置�･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･��� �･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル)��･�� ��･��� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･��� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

岐
西
建
築
第

一
三
四
号
の

二
七

岐
西
建
築
第

一
三
四
号
の

二
六

岐
西
建
築
第

一
三
四
号
の

二
五

岐
西
建
築
第

一
三
四
号
の

二
四

岐
西
建
築
第

一
三
四
号
の

二
三

岐
西
建
築
第

一
三
四
号
の

二
二

岐
西
建
築
第

一
三
四
号
の

二
一

岐
西
建
築
第

一
三
四
号
の

二
〇

指
定
番
号

同�･�� 同 同�･�� 同�･� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

一

指
定
を
解
除
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
七
十
八
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域(

各
務
原
市
蘇
原
三
柿
野
町
字

中
之
島
一
四
二
番
、
字
村
中
一
〇
八
番
三
、
字
宮
裏
一
八
七
番
、
字
宮
東
二
〇
二
番
二
及
び
字
村
裏

二
九
七
番
の
各
一
部)

の
う
ち
、
各
務
原
市
蘇
原
三
柿
野
町
字
宮
東
二
〇
二
番
二
及
び
字
村
裏
二
九

七
番
の
各
一
部

二

指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去(

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去)

岐
阜
県
告
示
第
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
国
府
町
蓑
輪
字
浅
ケ
平
八
六
五
、
字
黒
洞
八
七
四
の
五

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
十
八
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
、
建
築
事
務
所
長
が
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
四
十
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
・
西
濃
建
築
事
務
所
長

中
濃
建
築
事
務
所
長
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中
津
川
市
中
津
川
字
上
金
一
〇
三
九
番

二
の
一
部
、
一
〇
四
一
番
六
、
一
〇
四

二
番
一
五
の
一
部
、
一
〇
四
二
番
三
三
、

一
〇
四
二
番
六
二
及
び
中
津
川
市
所
管

法
定
外
公
共
物(

道)

瑞
浪
市
寺
河
戸
町
字
上
門
田
九
三
八
番

五
、
九
四
三
番
五
及
び
九
三
七
番
四

中
津
川
市
千
旦
林
字
坂
本
二
三
八
七
番

一
七

中
津
川
市
中
津
川
字
松
田
二
三
六
四
番

二
九
八
七
、
同
番
二
九
八
九
、
同
番
二

九
九
〇
、
同
番
二
九
九
一
、
同
番
二
九

九
二
、
同
番
二
九
九
四
、
同
番
二
七
九

三
の
一
部
、
及
び
同
番
二
七
七
二
番
の

一
部

位

置

関
市
鋳
物
師
屋
二
丁
目
一
七
番
四

関
市
巾
一
丁
目
四
三
番
四

関
市
小
屋
名
字
神
明
西
一
一
六
五
番
一

四 関
市
東
町
一
丁
目
八
九
番
四
の
一
部

関
市
東
町
一
丁
目
八
九
番
四
の
一
部

関
市
豊
岡
町
一
丁
目
四
〇
番
四

関
市
東
山
二
三
番
四
〇

位

置�･��〜�･�� �･�� �･��〜�･�� �･��〜�･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル) �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･��〜�･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル)��･�� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長
(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� ��･�� �･�� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

東
建
築
第
七

六
号
の
一
〇

東
建
築
第
七

六
号
の
九

東
建
築
第
七

六
号
の
八

東
建
築
第
七

六
号
の
七

指
定
番
号

中
建
築
第
三

七
号
の
二
〇

中
建
築
第
三

七
号
の
一
九

中
建
築
第
三

七
号
の
一
八

同 中
建
築
第
三

七
号
の
一
七

中
建
築
第
三

七
号
の
一
五

中
建
築
第
三

七
号
の
一
六

指
定
番
号

同�･�� 同�･�� 同�･�� 平
成
��･�･�� 指

定

年
月
日

同�･�� 同�･�� 同 同 同�･�� 同�･�� 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

東
濃
建
築
事
務
所
長

(

道
路
の
位
置
を
示
す
図
面
は
、
そ
の
位
置
を
所
管
す
る
建
築
事
務
所
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、

同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
西
横
山
字
川
尻
八
の
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

変
更
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
と
す
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
揖
斐
農
林
事
務
所
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

公

示

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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養

老

町

高

田

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

養

老

町

烏

江

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

養

老

町

大

巻

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和
元
・

五
・
一
〇

認

可

年

月

日

令
和
元
・

五
・
一
〇

認

可

年

月

日

令
和
元
・

五
・
一
〇

認

可

年

月

日

養

老

町

江

月

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

令
和
元
・

五
・
一
〇

認

可

年

月

日

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

坂
祝
町
木

曽
川
右
岸

用
水
土
地

改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

南

山

宗

之

加
茂
郡
坂
祝
町
加
茂
山
二
丁
目
四
番
地
一
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

木
曽
川
右

岸
用
水
土

地
改
良
区

連
合

平
成
��･�･��
理
事

南

山

宗

之

加
茂
郡
坂
祝
町
加
茂
山
二
丁
目
四
番
地
一
一

○
土
地
改
良
区
清
算
人
の
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
区
の
清
算
人
が
就
任
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
元
年
五
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

就
任
し
た
清
算
人

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

東
白
川
村

土
地
改
良

区

平
成
��･�･��
清
算
人
安

江

一

成

加
茂
郡
東
白
川
村
越
原

二
一
四
七
番
地

同

今

井

一

孝

同

二
〇
一
三
番
地

同

安

江

隆

明

同

一
三
五
八
番
地
一

同

今

井

俊

郎

同

一
一
一
七
番
地
五

同

安

江

浩

同

一
〇
六
三
番
地
一

同

村

雲

勇

市

同

九
一
番
地

同

安

江

敏

治

同

五
七
八
番
地
一

同

安

江

兼

広

加
茂
郡
東
白
川
村
神
土

二
一
九
九
番
地

同

渡

邊

昭

彦

同

一
六
六
九
番
地

同

神

戸

景

典

同

五
二
二
番
地

同

安

江

正

孝

同

三
五
九
番
地

同

安

江

保

同

三
二
二
二
番
地

同

安

江

成

喜

同

四
七
五
六
番
地

同

樋

口

重

福

同

三
六
八
九
番
地

同

田

口

節

春

同

五
二
五
〇
番
地

同

栗

本

重

秋

加
茂
郡
東
白
川
村
五
加

三
三
七
番
地

同

今

井

宏

和

同

一
二
九
三
番
地

同

今

井

克

幸

同

二
九
七
〇
番
地

同

今

井

照

夫

同

二
〇
三
二
番
地
二
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